
告
　
　
示

○
字
の
名
称
の
変
更
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
自
治
振
興
課
）

一

○
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
観
音
寺
市
及
び
三
豊
郡
の
区
域
の
人
口（

〃
　
　
）

二

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
の
通
知
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
み
ど
り
保
全
課
）

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃

）

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
道
路
保
全
課
）

三

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
水
道
課
）

公
　
　
告

○
一
般
競
争
入
札
の
実
施
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
総
務
学
事
課
）

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

六

○
土
地
改
良
事
業
の
同
意
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
土
地
改
良
課
）

七

○
土
地
改
良
事
業
計
画
変
更
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
に
係
る
異
種
目
換
地
の
指
定
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

八

監
査
委
員
公
表

○
監
査
結
果
に
基
づ
く
措
置
の
公
表

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

（
第
九
二
七
七
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 80 号

平成 17 年

10月11日（火曜日）

一

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
四
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
観
音
寺

市
の
区
域
内
に
お
い
て
、
次
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
名
称
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
名
称
に
変
更

し
、
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
旨
、
観
音
寺
市
長
職
務
執
行
者
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

上
欄
（
変
更
後
の
大
字
）

下
欄
（
変
更
前
の
大
字
）

大
野
原
町
海
老
済
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
五
郷
海
老
済

大
野
原
町
有
木
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
五
郷
有
木

大
野
原
町
田
野
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
五
郷
田
野
々

大
野
原
町
内
野
々
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
五
郷
内
野
々

大
野
原
町
井
関
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
五
郷
井
関

大
野
原
町
萩
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
萩
原

大
野
原
町
大
野
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
大
野
原

大
野
原
町
花
稲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
花
稲

大
野
原
町
中
姫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
中
姫

大
野
原
町
丸
井
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
丸
井

大
野
原
町
福
田
原
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
福
田
原

大
野
原
町
青
岡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
青
岡

豊
浜
町
和
田
浜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
和
田
浜

豊
浜
町
姫
浜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
姫
浜

豊
浜
町
和
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
和
田

豊
浜
町
箕
浦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
字
箕
浦

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

（
第
九
二
七
七
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
五
号

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
観
音
寺
市
、
三
豊
郡
大
野
原
町
及
び
同
郡
豊
浜
町
を
廃
し
、
そ
の
区
域

を
も
っ
て
新
た
に
観
音
寺
市
を
置
く
こ
と
に
伴
い
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六

号
）
第
百
七
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
観
音
寺
市
の
人
口
及
び
同
令
第
百
七
十
六
条
第
一
項

第
一
号
の
規
定
に
よ
る
三
豊
郡
の
人
口
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

市
・
郡
の
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
　
　
　
　
　
　
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　

観
音
寺
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
、
五
五
五
人

三
豊
郡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
、
四
九
四
人

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

観
音
寺
市
豊
浜
町
和
田
字
大
谷
丙
九
八
の
二
、
丙
九
九
、
丙
一
〇
〇
の
二
、
丙
一
〇
一
の
二
、
丙
一

〇
二
の
二
、
丙
一
〇
三
の
二
、
丙
一
〇
四
の
二
、
丙
一
二
一
の
二
、
丙
一
二
二
の
二
、
丙
一
二
五
の
二

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
七
号

次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百

四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
土
庄
町
長
浜
字
明
座
乙
一
六
の
八

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
魚
つ
き

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　

事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　

及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

三
七
〇
〇
〇
一
　
す
ば
る
訪
問
介
護
　
　
株
式
会
社
サ
ミ
ー
ズ
　
平
成
十
七
年
　
身
体
障
害
者
居
宅

一
〇
一
一
〇
一
　
東
か
が
わ
市
松
原
一
　
東
か
が
わ
市
松
原
一
　
九
月
三
十
日
　
介
護

一
八
　
　
　
　
　
〇
一
一
―
二
　
　
　
　
〇
一
一
―
二
　

●
香
川
県
告
示
第
六
百
二
十
九
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定

居
宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　

事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　

及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

三
七
〇
〇
〇
二
　
す
ば
る
訪
問
介
護
　
　
株
式
会
社
サ
ミ
ー
ズ
　
平
成
十
七
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
一
一
〇
一
　
東
か
が
わ
市
松
原
一
　
東
か
が
わ
市
松
原
一
　
九
月
三
十
日
　
介
護

一
七
　
　
　
　
　
〇
一
一
―
二
　
　
　
　
〇
一
一
―
二

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居

宅
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
支
援
の
事
業
の
廃
止
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

（
第
九
二
七
七
号
）

三

事
業
者
の
名
称

指
定
事
業
所
　

事
業
所
の
名
称

及
び
主
た
る

廃
止
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
号
　

及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

三
七
〇
〇
〇
三
　
す
ば
る
訪
問
介
護
　
　
株
式
会
社
サ
ミ
ー
ズ
　
平
成
十
七
年
　
児
童
居
宅
介
護

一
〇
一
一
〇
一
　
東
か
が
わ
市
松
原
一
　
東
か
が
わ
市
松
原
一
　
九
月
三
十
日
　
　

一
六
　
　
　
　
　
〇
一
一
―
二
　
　
　
　
〇
一
一
―
二
　

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
同
年
十

一
月
一
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
一
般
）

二
　
路
　
線
　
名
　
造
田
綾
南
線
（
百
八
十
五
号
）

三
　
道
路
の
区
域

変
　
更
　
敷
地
の
幅
員
　
延
　
　
　
長

区
　
　
　
　
　
　
　
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
備
　
考

前
後
別
（
メ
ー
ト
ル
）
（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
〇

前
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
一
八
八

四
三
・
〇

一
一
・
〇

後
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
　
二
〇
一

四
三
・
〇

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業

の
認
可
を
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
施
行
者
の
名
称

三
木
町

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

高
松
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
　
三
木
町
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分
　

香
川
県
木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸
字
横
上
地
内

２
　
使
用
の
部
分

該
当
な
し

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
六
号

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
入
札
」
と
い
う
。
）
を
行
う
の
で
、
香
川
県
会
計
規
則
（
昭
和

三
十
九
年
香
川
県
規
則
第
十
九
号
）
第
百
六
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
売
払
い

１
　
所

在

地
　
観
音
寺
市
有
明
町
甲
四
〇
二
六
番
一
〇
八
（
付
帯
設
備
、
工
作
物
、
雑
木
を
含

む
。
）

住

居

表

示
　
観
音
寺
市
有
明
町
一
一
番
五
号

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
二
〇
五
・
四
三
平
方
メ
ー
ト
ル

建
　
　
　
　
物

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
萱
原
字
南
二
四
六

番
一
地
先
か
ら

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
萱
原
字
下
所
七
九

四
番
一
地
先
ま
で

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
五
百
二
十

四
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

（
第
九
二
七
七
号
）

四

①
構
　
　
　
造
　
木
造
ス
レ
ー
ト
葺
平
屋
建

延
床
面
積
　
七
五
・
三
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

②
構
　
　
　
造
　
木
造
波
形
鉄
板
葺
平
屋
建

延
床
面
積
　
五
・
五
一
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
四
二
〇
万
円

２
　
所

在

地
　
坂
出
市
入
舟
町
一
丁
目
三
七
二
番
四
六

住

居

表

示
　
坂
出
市
入
船
町
一
丁
目
二
番
二
八
号

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
三
四
五
・
七
四
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
三
、
一
五
〇
万
円

３
　
所

在

地
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸
字
上
池
二
九
九
一
番
五
、
二
九
九
七
番
八
（
工
作
物
、

雑
木
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
九
四
九
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
三
、
四
〇
五
万
円

４
　
所

在

地
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
池
戸
字
鴨
内
一
七
八
九
番
五

地
　
　
　
　
目
　
雑
種
地

実

測

面

積
　
一
、
四
六
五
・
七
五
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
二
、
二
六
二
万
円

５
　
所

在

地
　
さ
ぬ
き
市
寒
川
町
石
田
東
字
東
原
甲
一
三
六
一
番
一
（
付
帯
設
備
、
工
作
物
、

庭
石
、
樹
木
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
三
八
一
・
九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

建
　
　
　
　
物

①
構
　
　
　
造
　
鉄
骨
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
鋼
板
葺
平
屋
建

延
床
面
積
　
七
八
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

②
構
　
　
　
造
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
ス
レ
ー
ト
葺
平
屋
建

延
床
面
積
　
九
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
一
、
四
三
三
万
円
　

６
　
所

在

地
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
大
町
字
丹
僧
二
一
三
三
番
六
、
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼

字
堀
越
三
二
六
番
七
、
三
二
七
番
四
（
付
帯
設
備
、
工
作
物
、
雑
木
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
一
、
五
三
二
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

建
　
　
　
　
物

①
構
　
　
　
造
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
四
階
建

延
床
面
積
　
一
、
一
一
四
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

②
構
　
　
　
造
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
ス
レ
ー
ト
葺
平
屋
建
（
二
棟
）

延
床
面
積
　
一
一
八
・
三
五
平
方
メ
ー
ト
ル

③
構
　
　
　
造
　
鉄
骨
造
ス
レ
ー
ト
葺
平
屋
建

延
床
面
積
　
二
四
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
二
、
四
二
〇
万
円

７
　
所

在

地
　
高
松
市
伏
石
町
字
初

地
一
二
〇
一
番
一
（
仮
換
地
　
一
六
三
街
区
一
画
地
、

保
留
地
　
一
六
三
街
区
二
画
地
）
（
付
帯
設
備
、
工
作
物
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
一
、
三
三
六
・
一
一
平
方
メ
ー
ト
ル

仮
換
地
（
一
六
三
街
区
一
画
地
）

一
、
一
五
四
・
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

保
留
地
（
一
六
三
街
区
二
画
地
）

一
八
一
・
六
六
平
方
メ
ー
ト
ル

建
　
　
　
　
物

①
構
　
　
　
造
　
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
陸
屋
根
三
階
建

延
床
面
積
　
四
八
一
・
三
八
平
方
メ
ー
ト
ル

②
構
　
　
　
造
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
陸
屋
根
二
階
建

延
床
面
積
　
五
六
〇
・
〇
六
平
方
メ
ー
ト
ル

③
構
　
　
　
造
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
造
ス
レ
ー
ト
葺
平
屋
建
（
二
棟
）

延
床
面
積
　
五
五
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル

④
構
　
　
　
造
　
鉄
骨
造
ス
レ
ー
ト
葺
平
屋
建

延
床
面
積
　
一
七
・
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
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五

最
低
売
却
価
格
　
一
億
二
、
四
八
〇
万
円

８
　
所

在

地
　
高
松
市
屋
島
西
町
字
谷
東
一
一
三
四
番
一
四
（
工
作
物
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
二
〇
一
・
七
八
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
一
、
〇
〇
九
万
円

９
　
所

在

地
　
高
松
市
屋
島
西
町
字
谷
東
一
一
三
四
番
一
六
（
工
作
物
を
含
む
。
）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
二
二
五
・
九
七
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
一
、
一
三
〇
万
円

１０

所

在

地
　
高
松
市
福
岡
町
四
丁
目
二
二
番
七
（
工
作
物
を
含
む
。）

地
　
　
　
　
目
　
宅
地

実

測

面

積
　
一
〇
三
・
七
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

最
低
売
却
価
格
　
九
四
五
万
円

二
　
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
す

る
者

２
　
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る

公
有
財
産
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
で
あ
る
者

３
　
暴
力
団
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条

に
規
定
す
る
暴
力
団
及
び
そ
の
構
成
員

４
　
無
差
別
大
量
殺
人
行
為
を
行
っ
た
団
体
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
四
十
七

号
）
第
五
条
に
規
定
す
る
観
察
処
分
の
決
定
を
受
け
た
団
体
及
び
当
該
団
体
の
役
職
員
又
は
構
成
員

三
　
入
札
参
加
の
申
込

本
入
札
に
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間
内
に
次
の
書
類
を
添
え
て
県
有
財

産
売
払
い
の
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
書
兼
受
付
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

１
　
個
人
の
場
合
　
住
民
票
、
誓
約
書
及
び
印
鑑
登
録
証
明
書

２
　
法
人
の
場
合
　
登
記
事
項
証
明
書
、
誓
約
書
及
び
印
鑑
証
明
書

四
　
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間
、
申
込
場
所
及
び
申
込
方
法

１
　
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間

平
成
十
七
年
十
一
月
十
八
日
（
金
）
か
ら
同
月
三
十
日
（
水
）
ま
で
（
土
曜
日
、

日
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
に
規
定
す
る
休
日
は
除
く
。
）

な
お
、
受
付
時
間
は
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

２
　
申

込

場

所
　
〒
七
六
〇
―
八
五
七
〇
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
総
務
部
総
務
学
事
課

３
　
申

込

方

法
　
持
参
又
は
郵
送
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
あ
っ
て
は
、
簡
易
書

留
に
よ
り
申
込
受
付
期
間
内
に
到
達
し
た
も
の
を
受
け
付
け
る
も
の
と
す
る
。

五
　
入
札
説
明
会

一
の
１
か
ら
１０
ま
で
に
つ
い
て
、
本
件
入
札
に
係
る
物
件
の
概
要
及
び
入
札
心
得
等
の
説
明
を
次
の

と
お
り
行
う
。

日
時
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
四
日
（
月
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で

場
所
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
一
会
議
室

六
　
現
地
説
明
会

各
物
件
の
所
在
地
（
現
地
）
に
お
い
て
、
物
件
内
容
等
の
説
明
を
次
の
と
お
り
行
う
。

一
の
１
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
（
火
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
時
三
十
分
ま
で

一
の
２
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で

一
の
３
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
五
日
（
火
）
午
後
三
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

一
の
４
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日
（
木
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
二
時
ま
で

一
の
５
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日
（
水
）
午
前
十
時
か
ら
午
前
十
時
三
十
分
ま
で

一
の
６
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日
（
水
）
午
後
一
時
か
ら
午
後
二
時
ま
で

一
の
７
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
六
日
（
水
）
午
後
三
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

一
の
８
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日
（
木
）
午
前
十
一
時
か
ら
午
前
十
一
時
二
十
分
ま
で

一
の
９
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日
（
木
）
午
前
十
一
時
二
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
四
十
分
ま
で

一
の
１０

平
成
十
七
年
十
一
月
十
七
日
（
木
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
時
ま
で

七
　
入
札
及
び
開
札
等

１
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

（
第
九
二
七
七
号
）

六

一
　
日
時
　
一
の
１
　
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
（
金
）
午
前
十
一
時
三
十
分
（
受
付
は
、
午
前

十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で
）

一
の
２
　
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
（
金
）
午
後
二
時
十
分
（
受
付
は
、
午
後
一
時

十
分
か
ら
午
後
一
時
四
十
分
ま
で
）

一
の
３
　
平
成
十
七
年
十
二
月
十
六
日
（
金
）
午
後
三
時
五
十
分
（
受
付
は
、
午
後
二

時
五
十
分
か
ら
午
後
三
時
二
十
分
ま
で
）

一
の
４
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
（
火
）
午
前
十
一
時
三
十
分
（
受
付
は
、
午
前

十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で
）

一
の
５
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
（
火
）
午
後
二
時
十
分
（
受
付
は
、
午
後
一
時

十
分
か
ら
午
後
一
時
四
十
分
ま
で
）

一
の
６
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日
（
水
）
午
後
二
時
十
分
（
受
付
は
、
午
後
一

時
十
分
か
ら
午
後
一
時
四
十
分
ま
で
）

一
の
７
　
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
一
日
（
水
）
午
前
十
一
時
三
十
分
（
受
付
は
、
午

前
十
時
三
十
分
か
ら
午
前
十
一
時
ま
で
）

一
の
８
　
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
（
月
）
午
後
二
時
十
分
（
受
付
は
、
午
後
一
時

十
分
か
ら
午
後
一
時
四
十
分
ま
で
）

一
の
９
　
平
成
十
七
年
十
二
月
十
九
日
（
月
）
午
後
三
時
五
十
分
（
受
付
は
、
午
後
二

時
五
十
分
か
ら
午
後
三
時
二
十
分
ま
で
）

一
の
１０

平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
（
火
）
午
後
三
時
五
十
分
（
受
付
は
、
午
後
二

時
五
十
分
か
ら
午
後
三
時
二
十
分
ま
で
）

二
　
場
所
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
香
川
県
庁
本
館
一
二
階
第
一
会
議
室

２
　
入
札
書
の
提
出
方
法

持
参
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
し
、
郵
便
等
に
よ
る
送
付
又
は
電
送
に
よ
る
も
の
は
認
め
な
い
。

八
　
入
札
保
証
金

入
札
者
は
、
入
札
金
額
の
百
分
の
五
以
上
を
入
札
保
証
金
と
し
て
入
札
前
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

九
　
入
札
の
無
効

入
札
参
加
資
格
を
有
し
な
い
者
の
入
札
、
入
札
参
加
申
込
受
付
期
間
内
に
入
札
参
加
の
申
し
込
み
を

し
て
い
な
い
者
及
び
県
有
財
産
売
払
い
の
一
般
競
争
入
札
説
明
書
等
に
お
い
て
示
し
た
入
札
に
関
す
る

条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
し
、
無
効
の
入
札
を
し
た
者
が
落
札
者
で
あ
る
場
合
に
は
落
札
決

定
を
取
り
消
す
。

十
　
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期

天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
又
は
入
札
に
関
し
不
正
行
為
が
あ
る
等
に
よ
り
明
ら

か
に
競
争
の
実
効
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
入
札
又
は
開
札
を
取
り
消
し
、
又
は
延
期
す
る
こ

と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
又
は
開
札
の
取
消
し
又
は
延
期
に
よ
る
損
害
は
、
入
札
者
の

負
担
と
す
る
。

十
一
　
落
札
の
無
効

落
札
者
は
、
落
札
の
日
か
ら
五
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
期
間
内
に
落

札
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
落
札
は
、
無
効
と
す

る
。
た
だ
し
、
契
約
書
を
郵
便
等
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
場
合

は
、
こ
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

十
二
　
予
約
完
結
権
の
譲
渡

売
買
契
約
に
関
す
る
予
約
完
結
権
は
、
第
三
者
に
譲
渡
し
て
は
な
ら
な
い
。

十
三
　
契
約
書
の
作
成
の
要
否
　
要

十
四
　
そ
の
他

入
札
説
明
会
及
び
現
地
説
明
会
に
不
参
加
の
者
が
入
札
し
た
場
合
は
、
当
該
説
明
会
に
お
け
る
説

明
事
項
に
つ
い
て
は
、
了
知
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

十
五
　
問
い
合
わ
せ
先
　
高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
総
務
部
総
務
学
事
課
総
務
グ
ル
ー

プ
　
電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
二
―
三
〇
七
四

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
を
同
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
公
告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

（
第
九
二
七
七
号
）

七

平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
三
百
三
号

二
　
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

コ
ー
プ
志
度
　
　
さ
ぬ
き
市
志
度
二
二
〇
九
番
地
ほ
か

三
　
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
ぬ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

営
業
時
間
を
延
長
す
る
こ
と
に
よ
り
、
周
辺
の
住
民
等
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
よ
う
管
理
・
防
犯
面

で
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
前
面
道
路
は
学
校
の
通
学
路
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
交
通
面
で
の

対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

四
　
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
し
た
者
及
び
当
該
意
見
の
概
要

１
　
意
見
書
を
提
出
し
た
者

さ
ぬ
き
市
商
工
会

２
　
意
見
の
概
要

営
業
時
間
の
変
更
に
よ
り
、
特
に
開
店
時
間
の
繰
り
上
げ
は
通
勤
ラ
ッ
シ
ュ
に
あ
た
り
、
相
当
な

交
通
渋
滞
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
周
辺
地
域
で
営
業
し
て
い
る
商
業
者
や
住
民
の
利
便
が
損
な

わ
れ
る
場
合
に
は
、
駐
車
場
の
確
保
や
誘
導
員
の
確
保
等
に
よ
る
対
策
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
騒
音
対
策
に
つ
い
て
は
、
注
意
看
板
等
に
よ
る
対
策
は
と
ら
れ
る
も
の
の
、
変
更
後
に
お
い

て
騒
音
が
著
し
い
場
合
に
は
、
遮
音
壁
等
の
対
策
を
講
じ
る
な
ど
騒
音
防
止
に
配
慮
す
る
こ
と
。
な

お
、
廃
棄
物
等
に
係
る
保
管
、
処
理
に
関
し
適
正
な
処
置
を
講
じ
る
と
と
も
に
、
環
境
美
化
に
努
め

る
こ
と
。

五
　
意
見
書
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
さ
ぬ
き
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
（
火
曜
日
）
か
ら
同
年
十
一
月
十
一
日
（
金
曜
日
）
ま
で

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
市
が
当
該
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
改
良
事

業
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日
同
意
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

町
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
土
　
地
　
改
　
良
　
事
　
業
　
名

さ
ぬ
き
市
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
安
松
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
宮
本
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
菖
蒲
谷
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
成
山
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
川
崎
池
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
本
村
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
大
角
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
亀
鶴
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
障
泥
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
新
田
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
香
内
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
船
原
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
大
井
地
区

〃
　
　
　
　
　
単
独
県
費
補
助
土
地
改
良
事
業
大
道
地
区

●
香
川
県
公
告
第
五
百
六
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
香
南
南
部
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
維
持
管
理
事
業
）
計
画
を

変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
七
年
九
月
二
十
八
日
認
可
し
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土



1
監
査
対
象
部
局
　
　
　
政
策
部

2
監
査
対
象
年
度
　
　
　
平
成
16年
度

3
措
置
の
状
況監
査
の
結
果
（
対
象
機
関
）

措
　
置
　
の
　
状
　
況
　
　
　
　

検
討
指
示
事
項
　
　
未
利
用
地
は
、
取
得
や
維
持
管
理
に
　
　
県
有
未
利
用
地
と
土
地
開
発
公
社
長

は
多
大
な
費
用
を
要
し
て
い
る
こ
と
か
　
期
保
有
地
に
つ
い
て
は
、
財
政
再
建
方

ら
、
県
土
地
開
発
公
社
の
所
有
し
て
い
　
策
（
平
成
16年
10月
）
に
沿
っ
て
、
今

る
も
の
を
含
め
、
計
画
的
に
処
理
を
す
　
後
の
利
用
可
能
性
等
を
検
討
し
た
う
え

る
と
と
も
に
、
今
後
の
利
用
計
画
の
見
　
で
、
利
用
の
見
込
み
が
な
い
も
の
に
つ

込
め
な
い
も
の
等
は
、
地
価
動
向
な
ど
　
い
て
は
、
一
般
競
争
入
札
や
公
募
等
に

を
見
極
め
な
が
ら
、
適
正
価
格
に
よ
る
　
よ
り
、
適
正
価
格
に
よ
る
売
却
を
積
極

売
却
を
進
め
ら
れ
た
い
。
（
政
策
課
）
的
に
進
め
て
お
り
、
今
後
と
も
適
正
か

つ
計
画
的
な
処
理
に
努
め
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日
印
刷
発
行

印
刷
発
行
所
　
　
香
　
　
川
　
　
県
　
　
庁

（
購
読
料
月
極
二
千
五
百
円
）

古紙配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

（
第
九
二
七
七
号
）

八

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http://www. pref. kagawa. jp/

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

土
地
改
良
事
業
を

土
地
改
良
事
業
の
種
類
　
　

地
区
名
　
　

工
事
完
了
年
月
日

行
っ
た
者
の
名
称

さ
ぬ
き
市
（
旧
大
　
農
用
地
造
成
事
業
　
　
　
　
　
　
南
川
地
区
　
　
　
昭
和
四
九
、
三
、
三
一

川
町
）

●
香
川
県
公
告
第
五
百
七
十
一
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
綾
南
南
部
地
区
（
第
二

工
区
）
に
お
い
て
樹
立
す
る
換
地
計
画
に
関
し
、
次
の
従
前
の
土
地
は
、
非
農
用
地
区
域
に
換
地
す
る
土

地
と
し
て
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

従
前
の
土
地
の
表
示

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
地
　
　
番
　
　
地
　
目
　
用
　
途
　
　
　
地
　
　
　
積

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
陶
字
田
所
　
　
六
七
〇
七
―
二
　
　
田
　
　
　
田
　
　
五
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

監
査
委
員
公
表

●
香
川
県
監
査
委
員
公
表
第
２８
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
22年
法
律
第
67号
）
第
199条

第
12項
の
規
定
に
よ
り
、
監
査
の
結
果
に
基
づ
き
、

又
は
監
査
の
結
果
を
参
考
と
し
て
措
置
を
講
じ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
17年
10月
11日

香
川
県
監
査
委
員
　
　
栗
　
田
　
隆
　
義

同
　
　
　
　
　
石
　
川
　
　
　
豊

同
　
　
　
　
　
石
　
川
　

治

同
　
　
　
　
　
野
　
田
　
峻
　
司


